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平成 30年 3月期における会計上の７つの改正点 

 

平成 30年 3月期から適用される会計上の主な改正内容をまとめました。上場企業が採用す

る会計基準の話しですが、中小企業の皆さまにも関心を持っていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理 

平成 29 年 3 月 29 日 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面

の取扱い」（改正実務対応報告第 18号） 

 

国内子会社又は国内関連会社が指定国際会計基準又は修正国際会計基準を採用している場

合の連結財務諸表作成における取扱いが示されました。 

本実務対応報告では、指定国際会計基準（「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」第 93 条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。）に準拠した連結財務諸

表を作成して金融商品取引法に基づく有価証券報告書により開示している国内子会社等を

本実務対応報告の対象範囲に含めることとされています。また、ASBJ（企業会計基準委員

会）が公表した「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準

によって構成される会計基準）」（以下「修正国際基準」という。）を国内子会社等が適用す

る場合に関しても、同様に、本実務対応報告の対象範囲に含めることとされています。 

 

本実務対応報告は、平成 29 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。

ただし、公表日以後、適用することができます。 
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公共施設等運営事業における運営者の会計処理 

平成 29年 5月 2日 「公共施設等運営事業における運営者の会計処理等に関する実務上の

取扱い」（実務対応報告第 35号） 

 

本実務対応報告は、公共施設等運営事業において、運営権者による以下の取引に関する会

計処理及び開示に適用されます。 

 公共施設等運営権（民間資金法第 2 条第 7 項に規定する公共施設等運営権をいう。

以下同じ。）を取得する取引 

 公共施設等に係る更新投資（民間資金法第 2条第 6項に基づき、運営権者が行う公

共施設等の維持管理をいう。以下「更新投資」という。）を実施する取引 

 

管理者等と運営権者との間で締結された実施契約において定められた公共施設等運営権の

対価（以下「運営権対価」という。）について、合理的に見積られた支出額の総額を無形固

定資産として計上します。また、運営権対価を分割で支払う場合、資産及び負債の計上額

は、運営権対価の支出額の総額の現在価値によります。 

 

本実務対応報告は、平成 29 年 5 月 31 日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適

用します。 

 

 

 

従業員等に対する有償新株予約権の付与 

平成 30 年 1 月 12 日 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取

引に関する取扱い」（実務対応報告第 36号） 

 

従業員等に対して本実務対応報告の対象となる権利確定条件付き有償新株予約権を付与す

る場合、当該権利確定条件付き有償新株予約権は、企業会計基準第 8 号「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（以下「ストック・オプション会計基準」という。）第 2 項(2)

に定めるストック・オプションに該当するものとするとされます。 
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適用時期等の取扱いには注意が必要です。 

(1) 本実務対応報告は、平成 30年 4月 1日以後適用します。ただし、本実務対応報告の公

表日以後適用することができます。 

(2) 上記(1)の定めにかかわらず、本実務対応報告の適用日より前に従業員等に対して権利

確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、本実務対応報告の会計処理

によらず、従来採用していた会計処理を継続することができます。この場合、本実務

対応報告第 9項の定めに代えて当該取引について次の事項を注記します。 

イ 権利確定条件付き有償新株予約権の概要（各会計期間において存在した権利確定

条件付き有償新株予約権の内容、規模（付与数等）及びその変動状況（行使数や

失効数等））。ただし、付与日における公正な評価単価については、記載を要しま

せん。 

ロ 採用している会計処理の概要 

(3) 本実務対応報告の適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合

及び上記(2)を適用し従来採用していた会計処理を継続する場合、会計基準等の改正に

伴う会計方針の変更として取り扱います。 

 

 

 

税効果会計基準の一部改正 

平成 30 年 2 月 16 日 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28

号） 

平成 30年 2月 16日 「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

28号） 

平成 30年 2月 16日 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（改正企業会計基準

適用指針 26号） 

平成 30年 2月 16日 「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第 29号） 

 

税効果会計に関する実務指針として、繰延税金資産の回収可能性に関するものを日本公認

会計士協会が定めています。本会計基準等は、基本的にその内容を踏襲した上で、表示及

び注記事項に関する定め及び必要と考えられる一部の会計処理について見直しを行うこと

を目的として公表されたものです。 

 

 

http://matsui-jicpa.com/
https://matsui-jicpa.net/


2018年 5月 松井公認会計事務所  4 

ホームページ http://matsui-jicpa.com/    ブログ https://matsui-jicpa.net/ 

 

改正項目 適用時期 

（表示の取扱い） 

繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、

繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。 

平成 30 年 4 月 1 日以後開始する

連結会計年度及び事業年度の期首

から原則適用とし、平成 30 年 3

月 31 日以後最初に終了する連結

会計年度及び事業年度の年度末か

ら早期適用できる。 

（注記事項の取扱い） 

・評価性引当額の内訳に関する情報 

・税務上の繰越欠損金に関する情報 

・連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表

における注記事項 

（会計処理の取扱い） 

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算

一時差異の取扱い 

平成 30 年 4 月 1 日以後開始する

連結会計年度及び事業年度の期首

から適用する。 

（会計処理の取扱い） 

＜分類 1＞に該当する企業における繰延税金資産の

回収可能性に関する取扱い 

（中間税効果適用指針） 

 

平成 30 年 4 月 1 日以後開始する

中間連結会計期間及び中間会計期

間の期首から適用する。 

 

 

 

マイナス金利の取扱い 

平成 30年 3月 13日 「実務対応報告第 34号の適用時期に関する当面の取扱い」（実務対

応報告第 37号） 

 

実務対応報告第 34号「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算におけ

る割引率に関する当面の取扱い」（以下「実務対応報告第 34号」という。）では、以下の取

扱い「1年間」に限定していました。 

国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、退職給付債務の計算における

割引率について、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま

利用する方法のいずれかの方法によることもできる。 

本実務対応報告は、「当該取扱いを変更する必要がないと ASBJが認める当面の間」として

延長することを目的として公表されたものです。 
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本実務対応報告は、公表日以後適用します。 

 

 

 

仮装通貨の会計処理 

平成 30年 3月 14日 「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第 38号） 

 

平成 28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一

部を改正する法律」（平成 28 年法律第 62 号）により、「資金決済に関する法律」（平成 21

年法律第 59号）が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録

制が導入されました 

これを受けて、本実務対応報告は、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを

明らかにすることを目的として公表されたものです。  

 

仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、保有する仮想通貨（仮想通貨交換業者が預託者

から預かった仮想通貨を除く。以下同じ。）について、活発な市場が存在する場合、市場価

格に基づく価額をもって当該仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の

損益として処理します。 

 

本実務対応報告は、平成 30年 4月 1日以後開始する事業年度の期首から適用します。ただ

し、公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から早期適用することができます。 

 

 

 

収益認識に関する会計基準 

平成 30年 3月 30日 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号） 

平成 30年 3月 30日 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

30号） 

 

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は実現主義の原則に従い、

商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認

識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていませんでした。 
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ASBJは平成 27年 3月に我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向け

た検討に着手することを決定した後、「収益認識に関する包括的な会計基準の開発について

の意見の募集」を公表、平成 29 年 7 月 20 日に公開草案を公表した後、当該公開草案に対

して寄せられた意見等について検討を重ね、今般、平成 30 年 3 月 30 日に本会計基準等が

公表されたものです。 

 

収益認識基準の開発に当たって、財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS（国際財務報

告基準）第 15号の基本的な原則を取り入れることを出発点としています。また、これまで

我が国で行われてきた実務等に配慮すべき事項がある場合には、比較可能性を損なわせな

い範囲で代替的な取扱いを追加する方針です。この方針によって、“出荷基準”は OKにな

るのです。 

 

収益認識会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該

財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益の認識

を行います。 

基本となる原則に従って収益を認識するために、次の 5つのステップを適用します。 

 

 

ステップ 1 

契約の識別 

 

 

ステップ 2 

履行義務の識別 

 

 

ステップ 3 

取引価格の算定 

 

 

ステップ 4 

履行義務に取引

価格を配分 

 

 

ステップ 5 

履行義務充足に

より収益を認識 

 

 

 

本会計基準等は、平成 33年 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適

用します。ただし、平成 30年 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から

適用することができます。 

なお、早期適用については、追加的に、平成 30年 12月 31日に終了する連結会計年度及び

事業年度から平成 31 年 3 月 30 日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度

末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができます。 
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